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１．はじめに 

農林水産省では，他省庁との連携しながら，「建設副産物活用推進事業」を創設し，全

国土地改良事業団体連合会において「建設副産物活用システム高度化事業」，都道府県にお

いて「建設副産物活用地域調査事業」（以下，「調査事業」）を推進している．建設リサイク

ル事業において，農業農村整備事業が他省庁の公共事業と異なる点は，①ほ場整備事業に

おいて建設発生土を農地に有効利用していることである．公共事業全般では，建設発生土

の有効利用は約30%と低い状況であるが，農業農村整備事業直轄では90%近く有効利用され

ている．②他省庁の工事の建設発生土を農地に受け入れ，資源の有効利用と自然環境への

負荷軽減が図られている．③低平地の排水改良，泥炭土の土層改善，傾斜畑のフラット化

等積極的な事業効果が期待できる．④受け入れ土量が大きい，等が挙げられる． 

本報告では，「調査事業」実施地区を対象に建設発生土の利活用状況の調査結果をとり

まとめ，農地における建設発生土の利活用に関する課題と取り組み状況を述べる． 

２．建設発生土の利用用途 

(1)農地における利用用途 

 建設発生土は，農地の基盤盛土・作土として利用されるほか，工作物の埋戻し，農道盛

土(路床)，農道盛土(路体)，土木構造物の裏込め，農業施設等の建物用地・農村公園等の

土地造成等に利用される．図１に農地における建設発生土の利用目的・用途・形態を示す． 
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ｴ.優良農地確保 
  作土客土，土壌改良，土層改良，軟弱層置換

ｳ.残土処分 
  基盤確保，区画拡大 

ｱ.優良農地確保 

  排水改良，地形整形，基盤確保，区画拡大

ｲ.経済・文化 

  埋蔵文化財保護、非農用地造成 

図１ 農地における建設発生土の利用目的・用途・形態 
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(2)「調査事業」地区の状況 

 平成10年度から12年度にかけて全国で22地区が「調査事業」を実施しており，利用用途

は「作土」3地区，「作土＋基盤盛土」5地区，「基盤盛土」14地区と基盤盛土としての利用

が多い．作土には粘性土や浚渫土を使用しており，基盤盛土に利用している地区の70%は表

土扱いをしており，砂質土や礫質土の地区が多い． 

 利用目的は，「嵩上げによる排水改良」が8地区(36％)と最も多く，次いで「土層改良の

ための耕盤盛土」4地区，「発生土の活用による農地造成」3地区，「周辺地盤標高調整」「耕

土補充」「浚渫土の有効利用」各2地区の状況である． 

 利用量と盛土高についてみると,利用量10万m3以下,盛土高1m以下が全体の75%を占める．

最大利用量の地区は高速道路工事発生土を畑地の基盤盛土に300万m3(10ha)利用している．  

 建設発生土の運搬距離をみると,20㎞以内が全体の95%を占めており,そのうち10㎞以内

の近接地区が65%である．国土交通省では50㎞の範囲内で建設発生土の利用を推進している

が，農業農村整備事業においては情報交換等により比較的近距離の範囲で利用している． 

３．建設発生土利用の他省庁との連携状況 

 建設発生土利用の連携状況をみると，発生側は国営農業農村整備事業が3地区，都道府県

営農業農村整備事業が5地区，都道府県営土木事業が6地区，複数省庁関連事業が5地区，公

団1地区，民間2地区であり，利用側はほ場整備事業が21地区，畑総事業が1地区である． 

 建設発生土利活用の情報収集方法は，同庁舎内（農林側と土木側）の会議等で情報交換

している場合が最も多く，次いで近隣の国営事業所や市町村等の官庁と情報交換している． 

 発生側との協議状況をみると，発生側が国・都道府県である場合が多いことから口頭協

議の地区が多く，協定書の締結地区は9地区(41%)と少ない． 

４．建設発生土の品質・安全対策 

 農地の作土に建設発生土を利用する場合は，発生土の品質が工事後の営農に大きく影響

を及ぼすことから，各種の品質確認試験が行われている．試験実施者は発生側2地区，利用

側4地区，両者10地区，未実施・不明6地区の状況である．物理試験と化学試験の併用地区

が14地区と多く，品質項目ではpH試験が多い．重金属等の有害物質に関する調査は県条例

により規定されている地区のほかは，河川・湖沼等の浚渫土において行われている． 

５．建設発生土利活用にあたっての課題 

 今後，他省庁事業の建設発生土を農地に受け入れる地区が増加することが予想されるが，

農地は作物に直接影響を与えることから，農地における建設発生土の利活用推進に向けて

の課題を挙げると，①汚染土を受け入れないことなど，利用にあたっては安全に十分留意

する必要があること．②農地利用における建設発生土の土壌品質基準の策定，③発生側と

利用側との協議事項，協議内容等の標準化，④石礫混入防止措置の検討，⑤情報交換シス

テムの活用推進，⑥試験施工・工法検討結果の整理および施工事例の情報公開，⑦公共的

ストックヤード設置の検討，⑧コスト縮減対策のための事業効果評価基準の策定 

６．おわりに 

以上の課題を踏まえ，農業農村整備事業担当者を対象に，農地利用における建設発生土

の品質基準等，建設副産物の活用に係る基本的な考え方，調査や計画の手順，工法，留意

事項等を示した技術的な「手引書」を平成14年度に作成する予定（現在は暫定案）である．

現場で建設工事を担当する皆さんに「マニュアル」として利用していただきたい． 
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